
番号

① 建設業の許可票

掲 示 場 所 ： 公衆の見やすい場所に掲示する。

標 識 寸 法 ： （縦）25cm以上×（横）35cm以上

※B4（257mm×364mm），A3（297mm×420mm）

掲示の根拠 ： 建設業法　第40条

建設業法施行規則　第25条1，2

（別記様式第二十九号　H23.12.27改正）

　【記載要領】

　１．「主任技術者の氏名」の欄は，建設業法第26条第2項の規定に該当する場合には，「主任技術者の氏名」を　「監理技術者の氏名」

　　　とし，その監理技術者の氏名を記載すること。

　２．「専任の有無」の欄は、建設業法第26条第3項の規定に該当する場合には，「専任」と記載すること。

　３．「資格名」の欄は，当該主任技術者又は監理技術者が建設業法第7条第2号ハ又は建設業法第15条第2号イに該当する者である

　　　場合に，その者が有する資格等を記載すること。

　４．「資格者証交付番号」の欄は，建設業法第26条第4項に該当する場合に，当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載す

　　　ること。

　５．「許可を受けた建設業」の欄には，当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。

現場に掲げる標識等について

標識種別と掲示場所・寸法等

現場掲示が必要な標識類 (例)

　　　　　　知事

　国土交通大臣   許可（　　）第　　     号

主任技術者の氏名 専任の有無

    一般建設業又は特定建設業の別

許  可  を  受 け た 建  設  業 

許　　  　可　 　   　番 　 　 　号

資格名 資格者証交付番号

許　　  可　　  年 　　 月　 　 日

代    表    者     の   氏    名

　　　建　　　設　　　業　　　の　　　許　　　可　　　票

商     号    又    は   名    称

35cm以上

2
5
c
m

以
上

　５．「許可を受けた建設業」の欄には，当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。

　６．「国土交通大臣　知事」については，不要のものを消すこと。

② 労災保険関係成立票

掲 示 場 所 ： 事業場の見やすい場所に掲示する。

標 識 寸 法 ： （縦）25cm以上×（横）35cm以上，地色：白　文字：黒

掲示の根拠 ： 労働者災害補償保険法施行規則　第49条

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

施行規則　第77条

　【記載要領】

　１．「保険関係成立年月日」 欄

　　　　労災保険関係が成立した日を記載。

　２．「事業主代理人の氏名」 欄

　　　①. 「事業主の住所氏名」 欄記載名以外の場合は，労働基準監督署に届出したその代理人の名前。

　　　②. ①以外の場合は空欄。

　参考：「事業主の住所氏名」 欄は，労災保険を掛けている会社の住所，社名，社長あるいは支店長名や営業所長名を記入。

労災保険関係成立票

自　平成　　年　　月　　日事      業    の     期     間

保 険 関 係 成 立 年 月 日

事 業 主 代 理 人 の 氏 名

事  業  主  の 住  所 氏 名

注     文   者   の   氏   名

労    働    保   険   番   号

至　平成　　年　　月　　日

福山市長　○○　○○

２

参考

１

2
5
c
m

以
上

35cm以上



番号

③ 施工体系図(下請契約のある工事)

掲 示 場 所 ： 工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい

場所に掲示する。（両方を兼ねることも可）

標 識 寸 法 ： 規定なし（読みやすい大きさにすること）

掲示の根拠 ： 建設業法　第24条の7第4項

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律　第15条第1項

④ 下請負人に対する通知（下請契約のある工事）

掲 示 場 所 ： 工事現場の見やすい場所に掲示する。

標 識 寸 法 ： 規定なし

掲示の根拠 ： 建設業法施行規則　第14条の3

⑤ 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識

掲 示 場 所 ： 現場事務所や工事現場の出入口など見やすい場所

に掲示する。

標 識 寸 法 ： 大（A3判）・小（A4判）のシールいずれか

標識種別と掲示場所・寸法等

工

事

自 年 月 日 工 年 月 日 ～ 年 月 日

至 年 月 日 事

年 月 日 ～ 年 月 日

工

事

年 月 日 ～ 年 月 日

工 工

事 事

年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日

工

事

年 月 日 ～ 年 月 日

工

事

年 月 日 ～ 年 月 日 工

事

年 月 日 ～ 年 月 日

工期

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

担当工事内容

工期

専 門 技 術 者

会 社 名

安全衛生責任者

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

工期

担当工事内容

会 社 名

安全衛生責任者

発注者名

工事名称

工　　期

担当工事内容

工期

専 門 技 術 者

主 任 技 術 者

会 社 名

平成

平成

専 門 技 術 者

担当工事内容

専 門 技 術 者 名

担 当 工 事 内 容

担 当 工 事 内 容

担当工事内容

専 門 技 術 者

安全衛生責任者

会 長

主 任 技 術 者

元 請 負 名

監 督 員 名

監 理 技 術 者 名

専 門 技 術 者 名

担当工事内容

統括安全衛生責任者

工期

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

担当工事内容

主 任 技 術 者

副 会 長

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事内容

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

工期

会 社 名

工期

専 門 技 術 者

会 社 名

会 社 名

専 門 技 術 者

安全衛生責任者

工期

元方安全衛生管理者

書　　記

会 社 名

専 門 技 術 者

  この建設工事の下請負人となり，その請け負った建設工事を他の建設業を

営む者に請け負わせた方は，遅滞なく，工事現場内建設ステーション／○○

営業所まで，建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）第 14条の４に

規定する再下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変

更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類を提出してください。 

 

□□建設株式会社 

現場への掲示文例

掲示の根拠 ： 建退共制度改善方策について（労働省，建設省，建退

共本部）H11.3.18

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置

に関する指針

第2入札及び契約の適正化を図るための措置4（3）のハ

⑥ 緊急時連絡表

掲 示 場 所 ： 事務所，詰所等の見やすい場所に標示する。

掲 示 内 容 ： 関係連絡先，担当者（現場代理人），電話番号を記入

する。ただし，記入場所の指定はしない。

標 識 寸 法 ： 規定なし

掲示の根拠 ： 土木工事安全施工技術指針

第4節工事現場管理5（3）

労働安全衛生規則　第642条の3

現場代理人

○○ ○○



番号

⑦ 作業主任者（単独の例と一覧表の例）

掲 示 場 所 ： 作業場の見やすい箇所に掲示する。

数が多い場合は，職務を併記した一覧表でも可。

標 識 寸 法 ： 規定なし

掲示の根拠 ： 労働安全衛生法　第14条（作業主任者）

労働安全衛生規則　第18条

（作業主任者の氏名等の周知）

労働安全衛生法施行令　第6条

（作業主任者を選任すべき作業）

⑧ 建築基準法による確認表示板

掲 示 場 所 ： 工事現場の見やすい場所に掲示する。

標 識 寸 法 ： （縦）25cm以上×（横）35cm以上

掲示の根拠 ： 建築基準法　第89条　第1項

（工事現場における確認の表示等）

建築基準法施行規則　第11条

（工事現場の確認の表示の様式）

⑨ その他 必要に応じて工事現場の見やすい場所に掲示する。

標識種別と掲示場所・寸法等

⑨ その他 必要に応じて工事現場の見やすい場所に掲示する。

⑩ 有資格者掲示の例

掲 示 場 所 ： 作業場の見やすい箇所に掲示する。

及 び 内 容 就業制限業務及び特別教育を必要とする業務に従事

する者を表示する。

当該工事の中の該当作業に対する資格者を掲示する。

標 識 寸 法 ： 規定なし

掲示の根拠 ： 労働安全衛生法　第59条　第3項（安全衛生教育）

（参考） 労働安全衛生法　第61条（就業制限）

労働安全衛生法施行令　第20条

（就業制限に係る業務）

労働安全衛生規則　第36条

（特別教育を必要とする業務）

他

⑪ 建設リサイクル法の届出済シール（建設リサイクル法対象工事）

掲 示 場 所 ： 工事現場の見やすい場所に貼付する。

掲示の根拠 ： 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（参考） 第10条

(対象建設工事の届出等)

現場掲示が望ましい標識類 （例）



⑫ 道路使用許可証

掲 示 場 所 ： 工事現場の見やすい場所に掲示する。

掲示の根拠 ： 道路使用許可条件

（参考）

道 路 使 用 許 可 申 請 書 

 警 察 署 長 殿 

                        平成  年  月  日 

         

                   住 所 

               申請者 

                   氏 名                   ○印  

道 路 使 用 の 目 的  

場 所 又 は 区 間  

期 間 
 平成    年    月    日     時から 

平成    年    月    日     時まで 

方 法 又 は 形 態  

添 付 書 類  

現場責任者 

住 所  

氏 名  電 話  

第       号 

道 路 使 用 許 可 証 

上記のとおり許可する。ただし，次の条件に従うこと。 

条 件  

                  平成   年  月  日 

警察署長  □印  

 備考 １ 申請者が法人であるときは，申請者の欄には，その名称，主たる事務所の所在地及び代表者の 

     氏 名 を 記 載 す る こ と 。 

    ２ 申請者は，氏名の記載と押印に代えて，署名することができる。  

    ３ 方法又は形態の欄には，工事又は作業の方法，使用面積，行事等の参加人員，通行の形態又は 

     方法等使用につ いて必要な事項を 記載すること 。 

    ４ 添付書類の欄には，道路使用の場所，方法等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した 

     場 合に ， そ の 書 類 名を 記載 す る こ と 。 

        ５ 用紙の大きさは，日本工業規格 A 列４番とする。 

 
手数料名

所属コード 消込区分 歳入科目 手数料額 申請書提出先

50200 700 6481 2,400円 

１　申請窓口

　　へ提出

２　収納窓口

　　で受取

道路使用許可申請手数料

2 0 5 0 0 8 1 0 1 1 3 0 1



番号

① 建設業法

（標識の掲示）

建設業法施行規則

（標識の記載事項及び様式）

一　一般建設業又は特定建設業の別

二　許可年月日，許可番号及び許可を受けた建設業

三　商号又は名称

四　代表者の氏名

五　主任技術者又は監理技術者の氏名

建設業法施行規則等の一部を改正する省令

（H23.12.27公布・施行） （建設業法施行規則の一部改正）

第一条　建設業法施行規則（昭和二十四年建設省令第十四号）の一部を次のよ

うに改正する。

別記様式二十九号中「40cm」を「25cm」に，「40cm」を「35cm」に改める。

② 労働者災害補償保険法施行規則

（法令の要旨等の周知）

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

（建設の事業の保険関係成立の標識）

③ 建設業法

（施工体制台帳及び施工体系図の作成等）

現場に掲げる標識類の根拠法令等

関係法令等 該当する条文

第四十条　建設業者は，その店舗及び建設工事の現場ごとに，公衆の見易い場所

に，国土交通省令の定めるところにより，許可を受けた別表第一の下欄の区分に

よる建設業の名称，一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定め

る事項を記載した標識を掲げなければならない。

第二十五条　法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は，店

舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項，建設工事の現場にあつては

第一号から第五号までに掲げる事項とする。

２　法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式

第二十八号，建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

第四十九条　事業主は，労災保険に関する法令のうち，労働者に関係のある規定

の要旨，労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場

の見易い場所に掲示し，又は備え付ける等の方法によつて，労働者に周知させな

ければならない。

第七十七条　労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に

係る事業主は，労災保険関係成立票（様式第二十五号）を見易い場所に掲げなけ

ればならない。

第二十四条の七　特定建設業者は，発注者から直接建設工事を請け負つた場合

において，当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当

該下請契約が二以上あるときは，それらの請負代金の額の総額）が政令で定める

金額以上になるときは，建設工事の適正な施工を確保するため，国土交通省令で

定めるところにより，当該建設工事について，下請負人の商号又は名称，当該下

請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記

載した施工体制台帳を作成し，工事現場ごとに備え置かなければならない。

２　前項の建設工事の下請負人は，その請け負つた建設工事を他の建設業を営

む者に請け負わせたときは，国土交通省令で定めるところにより，同項の特定建

設業者に対して，当該他の建設業を営む者の商号又は名称，当該者の請け負つ

た建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなけれ

ばならない。

３　第一項の特定建設業者は，同項の発注者から請求があつたときは，同項の規

定により備え置かれた施工体制台帳を，その発注者の閲覧に供しなければならな

い。

４　第一項の特定建設業者は，国土交通省令で定めるところにより，当該建設工事

における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，これを当

該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。



③ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律

（施工体制台帳の作成及び提出等）

④ 建設業法施行規則

（下請負人に対する通知等）

⑤ 建退共制度改善方策について（H11.3.18） ⑩加入促進対策の強化，制度の周知徹底を図る。

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための

措置に関する指針（H26.9.30閣議決定） 第２　入札及び契約の適正化を図るための措置

５　主として契約された公共工事の適正な施工の確保に関する事項

（３）施工体制の把握の徹底等に関すること

⑥ 国土交通省監修

土木工事安全施工技術指針

（国土交通大臣官房技術審議官通達H21.3..31） 第１章　総則

第４節　工事現場管理

５． 緊急通報体制の確立

労働安全衛生規則

（周知のための資料の提供等）

 （１）関係機関及び隣接他工事の関係者とは平素から緊密な連携を保ち，緊急時

における通報方法の相互確認等の体制を明確にしておくこと。

 （２）通報責任者を指定しておくこと。

 （３）緊急連絡表を作成し，関係連絡先，担当者及び電話番号を記入し，事務所，

詰所等の見やすい場所に標示しておくこと。

ハ　その他元請業者の適切な施工体制の確保のため，工事着手前における工事

実績を記入した工事カルテの登録の確認，工事施工中の建設業許可を示す標識

の掲示，労災保険関係成立票の掲示，建設業退職金共済制度の適用を受ける事

業主に係る工事現場であることを示す標識の掲示等の確認を行うこと。

第十五条　公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項，第二項及び第

四項の規定の適用については，これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設

業者」と，同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二

以上あるときは，それらの請負代金の額の総額）が政令で定める金額以上になる」

とあるのは「下請契約を締結した」と，同条第四項中「見やすい場所」とあるのは

「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。

２　公共工事の受注者（前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十

四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳（以下単に「施工体制

台帳」という。）を作成しなければならないこととされているものに限る。）は，作成し

た施工体制台帳（同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じた

ことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを発注者に提出しなければなら

ない。この場合においては，同条第三項の規定は，適用しない。

３　前項の公共工事の受注者は，発注者から，公共工事の施工の技術上の管理を

つかさどる者（次条において「施工技術者」という。）の設置の状況その他の工事現

場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められ

たときは，これを受けることを拒んではならない。

第十四条の三　建設業者は，作成建設業者に該当することとなつたときは，遅滞な

く，その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書

面により通知するとともに，当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい

場所に掲げなければならない。

一　作成建設業者の商号又は名称

二　当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた

ときは法第二十四条の七第二項の規定による通知（以下「再下請負通知」という。）

を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所

第六百四十二条の三　建設業に属する事業を行う特定元方事業者は，その労働

者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは，当該

場所の状況（労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条

において同じ。），当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負

人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対

して周知を図ることに資するため，当該関係請負人に対し，当該周知を図るための

場所の提供，当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなけれ

ばならない。ただし，当該特定元方事業者が，自ら当該関係請負人の労働者に当

該場所の状況，作業相互の関係等を周知させるときは，この限りでない。



⑦ 労働安全衛生法

（作業主任者）

労働安全衛生法施行令

（作業主任者を選任すべき作業） 第六条　法第十四条の政令で定める作業

労働安全衛生規則

（作業主任者の氏名等の周知）

⑨ 建築基準法

（工事現場における確認の表示等）

建築基準法施行規則

（工事現場の確認の表示の様式）

⑩ 労働安全衛生法

（安全衛生教育）

２　前項の規定は，労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

（就業制限）

労働安全衛生法施行令

（就業制限に係る業務） 第二十条　法第六十一条第一項の政令で定める業務

労働安全衛生規則

（特別教育を必要とする業務） 第三十六条　法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務

第五十九条　事業者は，労働者を雇い入れたときは，当該労働者に対し，厚生労

働省令で定めるところにより，その従事する業務に関する安全又は衛生のための

教育を行なわなければならない。

３　事業者は，危険又は有害な業務で，厚生労働省令で定めるものに労働者をつ

かせるときは，厚生労働省令で定めるところにより，当該業務に関する安全又は衛

生のための特別の教育を行なわなければならない。

第六十一条　事業者は，クレーンの運転その他の業務で，政令で定めるものにつ

いては，都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働

局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生

労働省令で定める資格を有する者でなければ，当該業務に就かせてはならない。

２　前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は，当該業務を行な

つてはならない。

４　職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二十四条第一項（同

法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。）の認定に係る職業訓練

を受ける労働者について必要がある場合においては，その必要の限度で，前三項

の規定について，厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

３　第一項の規定により当該業務につくことができる者は，当該業務に従事すると

きは，これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければなら

ない。

第十四条　事業者は，高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を

必要とする作業で，政令で定めるものについては，都道府県労働局長の免許を受

けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者の

うちから，厚生労働省令で定めるところにより，当該作業の区分に応じて，作業主

任者を選任し，その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省

令で定める事項を行わせなければならない。

第十八条　事業者は，作業主任者を選任したときは，当該作業主任者の氏名及び

その者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働

者に周知させなければならない。

第八十九条　第六条第一項の建築，大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の

施工者は，当該工事現場の見易い場所に，国土交通省令で定める様式によつて，

建築主，設計者，工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該

工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

第十一条　法第八十九条第一項（法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若

しくは第二項において準用する場合を含む。）の規定による工事現場における確認

の表示の様式は，別記第六十八号様式による。



⑪ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（対象建設工事の届出等）

一　解体工事である場合においては，解体する建築物等の構造

二　新築工事等である場合においては，使用する特定建設資材の種類

三　工事着手の時期及び工程の概要

四　分別解体等の計画

五　解体工事である場合においては，解体する建築物等に用いられた建

　　 設資材の量の見込み

六　その他主務省令で定める事項

⑫ 道路使用許可証

（指導事項） ※責任者は工事（作業）中は必ず許可証又はその写しを現場に携帯し警察官の

　 質問に対し提示すること。

※申請者又は現場責任者は工事（作業）着手前に，道路使用許可条件等を工事

　 等現場関係者全員に徹底させること。

（2015年9月現在）

３　都道府県知事は，第一項又は前項の規定による届出があった場合において，

その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適

合しないと認めるときは，その届出を受理した日から七日以内に限り，その届出を

した者に対し，その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命

ずることができる。

第十条　対象建設工事の発注者又は自主施工者は，工事に着手する日の七日前

までに，主務省令で定めるところにより，次に掲げる事項を都道府県知事に届け出

なければならない。

２　前項の規定による届出をした者は，その届出に係る事項のうち主務省令で定め

る事項を変更しようとするときは，その届出に係る工事に着手する日の七日前まで

に，主務省令で定めるところにより，その旨を都道府県知事に届け出なければなら

ない。


